
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
七
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国

管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
四
条
第
二
項
中
「
外
国
人
に
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第



二
頁

十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
」
に
、
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

（
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
ハ
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
」
を
「
の
写

し
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者

に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に

規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
在
留
資
格
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日

本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に

あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
及
び
同
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
第
三
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。



三
頁

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
戸
籍
抄
本
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及

び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加

え
、
「
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第

二
号
中
「
、
戸
籍
抄
本
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を

削
る
。

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。



四
頁

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
第
四
条
の
四

第
二
項
第
二
号

二

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四

十
四
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
一
条
の
二
の
二
の
十
六
第
二
項
第
二
号
、
第
一
条
の
三
第
二
号
、
第
三
条
第

二
号
、
第
十
二
条
第
二
号
、
第
十
九
条
の
四
第
二
号
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
十
九
条
の
二
十
四

の
二
の
十
六
第
二
項
第
二
号
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
十
七
第
二
項
第
二
号
、
第
十
九
条
の
二
十
四
の
三
十
二
第
二
項
第

二
号
、
第
二
十
一
条
第
二
号
、
第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号

三

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
十
四
条

第
二
号

（
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



五
頁

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
」
に
改
め
る
。

（
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
の
二
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

（
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及



六
頁

び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
又
は
外
国

人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ

の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
」
に
改
め
る
。

（
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
削
る
。

（
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
九
条
の
七
第
二
項
第
二
号
中
「
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
の
三
第
二
項

の
登
録
原
票
の
写
し
又
は
同
項
に
規
定
す
る
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
住
民
票
記



七
頁

載
事
項
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
国
籍
」
を
「
国
籍
の
属
す
る
国
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規

定
す
る
地
域
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
二
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
三
項
前
段
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
い
ず
れ
か
の
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
外
国
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
長
期
在

留
者
」
と
い
う
。
）

同
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
在
留
カ
ー
ド
」
と

い
う
。
）

二

中
長
期
在
留
者
以
外
の
外
国
人

旅
券
又
は
在
留
資
格
証
明
書
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
十
条
第
四
項



八
頁

に
規
定
す
る
在
留
資
格
証
明
書
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
十
一
条
第
二
項
中
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
九
条

第
四
項
に
規
定
す
る
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
就
労
資
格
証
明
書
」
を
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
外
国
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

中
長
期
在
留
者

在
留
カ
ー
ド

二

中
長
期
在
留
者
以
外
の
外
国
人

旅
券
、
在
留
資
格
証
明
書
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五

十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
就
労
資
格
証
明
書

様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「国

籍

」
の
次
に
「・

地
域

」
を
加
え
、
同
様
式
（
裏
面
）
注
意
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
表

面
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

①

～

⑦
欄

に
つ

い
て

は
在

留
カ

ー

ド
に

よ
り

確
認

し
記

載
す

る
こ

と
在

留
カ

ー

ド
、

、
。

が
交

付
さ

れ
な

い
者

に
つ

い
て

は
①

～

⑥
欄

に
つ

い
て

は
旅

券
又

は
在

留
資

格
証

明
書

⑦
欄

に
つ

い
て

は
旅

券
在

、
、

、

留
資

格
証

明
書

資
格

外
活

動
許

可
書

又
は

就
労

資
格

証
明

書
の

い
ず

れ
か

に
よ

り
確

認
し

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

（
製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



九
頁

第
十
二
条

製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
又
は
外
国

人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ

の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
」
に
改
め
る
。

（
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及

び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平



一
〇
頁

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
又
は
外
国

人
登
録
証
明
書
の
写
し
（
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
戸
籍
の
謄
本
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
戸
籍
の
謄
本
等
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の

写
し
）
」
を
削
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
住
民
票
の
写
し
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ

て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
在
留
資
格
（
同
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（



一
一
頁

中
長
期
在
留
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
在
留
資
格
）
」
を
加
え

、
「
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
国
民
年
金
手
帳
」

を
「
若
し
く
は
国
民
年
金
手
帳
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
（
第
一
面
）
、
様
式
第
二
号
（
第
二
面
）
注
意

、
様
式
第
四
号
（
第
二
面
）
、
様
式
第
三
十
五
号
（
第
一

21

面
）
及
び
様
式
第
三
十
五
号
（
第
二
面
）
並
び
に
様
式
第
三
十
六
号
（
第
一
面
）
及
び
様
式
第
三
十
六
号
（
第
二
面
）
注
意

ホ
及
び
注
意

中

「国
籍

」
の
次
に
「・

地
域

」
を
加
え
る
。

1
（2）

7

（
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
七
号
中
「
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
」
を
「
の
写
し
（



一
二
頁

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
に
あ

っ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定

す
る
国
籍
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
在
留
資
格
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の

国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
あ
っ

て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
及
び
同
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
港
湾

労
働
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
」
を
「

の
写
し
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在

留
者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十



一
三
頁

五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
在
留
資
格
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住

者
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し
（
国
籍
等
及
び
同
法
に
定
め
る
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し

、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

一

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ハ

二

港
湾
労
働
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ

（
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二

年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
の
写
し
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十



一
四
頁

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
以
下
」
を
「
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四



一
五
頁

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証

す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る

書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の

記
載
事
項
証
明
書
）
」
を
削
る
。

（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第



一
六
頁

三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
以
下
」
を
「
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証

す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の



一
七
頁

写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及

び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の

記
載
事
項
証
明
書
）
」
を
削
る
。

（
柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
以
下
」
を
「
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の



一
八
頁

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証

す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る

書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の

記
載
事
項
証
明
書
）
」
を
削
る
。



一
九
頁

（
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
第
三
条
第
二
項

に
お
い
て
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
（
同
項
に
お
い
て
「
特
別
永
住
者
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別

永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十

九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る

書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。



二
〇
頁

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
の
写
し
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ

て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
在
留
資
格
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
）
」
に
改
め
る
。

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
届
書
に
、
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国

人
登
録
証
明
書
の
写
し
を
添
え
て
」
を
「
届
書
を
」
に
改
め
る
。

（
理
容
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

理
容
師
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



二
一
頁

第
一
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特

別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
）
又
は
外
国
人
登

録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
美
容
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

美
容
師
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民



二
二
頁

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特

別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
）
又
は
外
国
人
登

録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
住
民
票
」
を
「
又
は
住
民
票
」
に
改
め
、
「
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
事
項
」
の
下
に
「
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平



二
三
頁

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定

め
る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
国
籍
等
）
」
を
加
え
、
「
以
下
」
を
「
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
証
明
書
」
を
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の

三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証

す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証

す
る
書
類
の
写
し
及
び
前
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の
記

載
事
項
証
明
書
」
を
「
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る



二
四
頁

書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る

書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
原
票
の

記
載
事
項
証
明
書
）
」
を
削
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
雇
対
則
」
と
い
う
。
）



二
五
頁

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
在
留
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六

年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録

証
明
書
（
以
下
「
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）
は
在
留
カ
ー
ド
（
同
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
「
在
留
カ
ー
ド
」
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
以
下
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
中
長
期
在
留
者
に
対
す
る
新
雇
対
則
第
十
一
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
在
留
カ
ー
ド
」
と
あ
る
の
は
「
旅
券
、
在
留
資
格
証
明
書
、
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
外
活
動

許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
就
労
資
格
証
明
書
」
と
す
る
。

４

入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
券
に
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
中
長

期
在
留
者
（
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
後
日
交
付
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。



二
六
頁

）
に
対
す
る
新
雇
対
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

中
「
在
留
カ
ー
ド
」
と
あ
る
の
は
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附

則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
旅
券
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

「
在
留
カ
ー
ド
」
と
あ
る
の
は
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
日
在

留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
旅
券
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令

第
五
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
就
労

資
格
証
明
書
」
と
す
る
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
雇
対
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
三
号
に
よ
る
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
書
は
、
新
雇
対
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
外
国

人
雇
用
状
況
届
出
書
と
み
な
す
。

６

新
雇
対
則
第
十
条
第
三
項
の
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
書
は
、
当
分
の
間
、
な
お
旧
雇
対
則
の
相
当
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で



二
七
頁

き
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
雇
保
則
」
と
い
う
。
）

第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
在
留
者
が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
は
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
、

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号

に
定
め
る
期
間
と
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。

３

後
日
交
付
中
長
期
在
留
者
に
対
す
る
新
雇
保
則
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
若
し
く
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国

籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別



二
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永
住
者
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離

脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
日
在
留
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
旨
の
記
載
を
受
け
た
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の

写
し
」
と
す
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
雇
保
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
二
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
、
旧
雇
保
則
様

式
第
四
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
及
び
雇
用
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
、
旧
雇
保
則
様
式
第
三
十
五
号

に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
（
新
規
）
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
用
総
括
票
並
び
に
旧
雇
保
則
様
式
第
三

十
六
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
光
デ
ィ
ス
ク
等
提
出
用
総
括
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
新
雇
保
則
様
式
第
二
号

に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
、
新
雇
保
則
様
式
第
四
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
及
び
雇
用
保

険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
、
新
雇
保
則
様
式
第
三
十
五
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
（
新
規
）
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
用
総
括
票
並
び
に
新
雇
保
則
様
式
第
三
十
六
号
に
よ
る
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
光
デ
ィ
ス
ク
等

提
出
用
総
括
票
と
み
な
す
。



二
九
頁

５

新
雇
保
則
第
六
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
、
新
雇
保
則
第
七
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
届
、
新
雇
保
則
第
十
四
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
氏
名
変
更
届
、
新
雇
保
則
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届
（
新
規
）
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
用
総
括
票
及
び
新
雇
保
則
第
百
四
十
六
条
第
一

項
第
二
号
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
光
デ
ィ
ス
ク
等
提
出
用
総
括
票
は
、
当
分
の
間
、
な
お
旧
雇
保
則
の
相
当
様

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


